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○教育長（小林一己） それでは、ただいまから平成 31年昭島市教育委員会第２回定例会

を開会いたします。 

会議に入ります。前回の会議録の署名につきましては、既に調整を終わり、署

名も得ておりますので御了承ください。 

次に、教育委員会会議規則第 16条の規定に基づく本日の会議録署名委員であり

ますが、４番の氏井委員と５番の白川委員でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

     本日の日程は配付の資料のとおりとなっております。 

それでは、日程４、教育長の報告に入ります。 

本日私のほうからは、文部科学省が発表しました内容等について御報告をさせ

ていただきます。 

先月 25日のことになりますけれども、文部科学省は公立学校の教師の勤務時間

の上限に関するガイドラインを発表しております。このガイドラインでは、勤務

時間の上限の目安時間として１カ月の在校等時間の総時間から条例等で定められ

た勤務時間の総時間を減じた時間が 45時間を超えないようにすること。また２点

目として、１年間の在校等機関の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時

間を減じた時間が 360時間を超えないようにすることをこのガイドラインでは定

めております。また同日に、中央教育審議会が「新しい時代の教育に向けた持続

可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的

な方策についてに関する答申」を行っております。この答申は、全部で８章立て

となっておりまして、第１章では学校に置ける働き方改革の目的、第２章では学

校における働き方改革の実現に向けた方向性、第３章では勤務時間管理の徹底と

勤務時間健康管理を意識した働き方の促進、第４章として学校及び教師が担う業

務の明確化、適正化。第５章として学校の組織運営体制のあり方、第６章として

教師の勤務のあり方を踏まえた勤務時間制度の改革、第７章では学校における改

革の実現に向けた環境整備、第８章として学校における働き方改革の確実な実施

のための仕組みの組み立てとフォローアップなどの８章からなっております。 

この中で第３章におきまして先ほどお話をしました文部科学省の作成した公立

学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの実効性を高めることが重要

であるとこのように答申では述べております。 

またちょっと別件になりますけれども、続きまして、大阪府の教育長でありま

すけれどもこの教育長が今月 18日に緊急時の連絡手段といたしまして公立小中

学校で児童生徒のスマートフォンや携帯電話の持ち込みを認める指針、ガイドラ

インの素案を各大阪府の各市町村の教育委員会に示した、そしてこれについては

都道府県、政令市レベルで持ち込みを容認するのは初めてであると報道をされて

おります。 

このガイドラインの概略ですけれども、登下校時や校内ではスマートフォン等

を鞄に入れ使わない。ルールに従わない場合は学校が預かり保護者に返す。使え

るのは災害が発生し学校が許可した場合や登下校中の緊急時などとしており、持

たせるかどうかは保護者が判断するものとしております。これは新聞報道による

内容になっております。 

これを踏まえまして、文部科学大臣は今月の 19日の会見で携帯電話やスマート
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フォンについて小中学校は持ち込みを現在は原則禁止、高校は校内での使用禁止

という平成 21年の指針を見直す方針を明らかにされております。 

大臣は大阪府の動向を注視しつつ、学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況

の変化を踏まえて見直しの検討を進めたいとこのように述べ、また、見直された

としても持ち込みを認めるかどうかは、各教育委員会や学校が判断することにな

るとのコメントをしております。 

文科省は教職員や保護者の意見を聞きながら来年度中にも新たな指針を策定す

る方針のようでございます。 

ちなみに昭島市における児童生徒のスマートフォン等の所持率ですけれども、

前回ご報告を差し上げましたが、平成 30年度のアンケート調査によりますと、小

学校で 65.4％中学校では 82.3％となっております。 

ただいまお話ししたこうした教員の勤務時間の上限に関するガイドラインやス

マートフォン等の取り扱いについては、文部科学省及び東京都の動向に十分注意

をしていく必要があると私はこのように考えております。 

また委員の皆様にいろいろ御協議いただく場合があるかと思いますけれども、

その時にはよろしくお願いいたします。 

私からは報告は以上となっております。 

また、教育委員会の名義使用承認につきましては、お手元の資料のとおり５件

となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

ただいまの報告につきまして御意見がありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは以上で私の報告を終わります。 

日程５、議事に移ります。議案第２号「平成 31年度昭島市立学校校長等の任用

に関する内申について」は、すでに非公開による審議が終了しております。した

がいまして報告事項から入りたいと思っております。 

報告事項１「平成 30年度昭島市一般会計第５号補正予算(案)〈教育委員会関係〉

について」説明を求めます。 

 

○庶務課長（加藤保之） 報告事項１「平成 30年度昭島市一般会計第５号補正予算（案）

〈教育委員会関係〉について」御報告いたします。 

この第５号補正予算につきましては、２月 26日から始まる平成 31年第１回昭

島市議会定例会に提案を予定しているものでございます。 

初めに、歳入でございます。拝島第三小大規模改造（外壁等改修）工事費交付

金及び補助金、多摩辺中運動場芝生化事業補助金につきましては、事業費が確定

したことに伴い、減額するものでございます。 

フェンス設置等工事費交付金及び補助金ですが、倒壊の危険性のあるブロック

塀等の撤去並びにフェンス設置について、国と都の補正予算により、新たに創設

された制度の交付金・補助金について、ここで増額するものでございます。 

次に、歳出でございます。（仮称）教育福祉総合センター整備事業費につきまし

ては、工事の過程において追加工事が発生したため、平成 30年度、31年度の２

カ年の継続費として予算化するもののうちの 30年度分でございます。31年度分

につきましては、裏面の継続費で説明いたします。 

小中学校の学校管理運営費につきましては、昨年の猛暑の影響などにより、ガ



 - 3 - 

ス、上下水道の使用量が増加したため、光熱水費を増額するものでございます。 

次に、小学校施設営繕事業費につきましては、富士見丘小プールほか１校の改

修工事、小学校施設整備事業費では、東小大規模改造（便所改修）工事設計委託

ほか、記載してございます３件。中学校施設整備事業費では、多摩辺中運動場芝

生化工事監理委託及び工事、これら全てについて、支出額が確定したため減額す

るものでございます。 

裏面の継続費でございます。こちらにつきましては、先ほど説明いたしました

教育福祉総合センター整備事業の追加工事費について２カ年の継続費として予算

化する 30年度、31年度の金額でございます。また、債務負担行為として、小中

学校大規模改造（体育館空調機器設置）工事設計委託につきましては、平成 31

年度に工事を実施する学校について、平成 30年度より設計委託に着手するため、

予算化するものでございます。 

以上でございます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項１の説明が終わりました。 

本件に対する意見等をお願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） 今、御説明いただいた中で、猛暑により光熱費が増加してしまっ

たというふうに御説明いただいたんですけれども、これ自体はなるほどという感

じなんですが、今後やはりこれからどういうふうに気温がなっていくかはわから

ないんですが、そういうところも見越して今後は予算化されるということになる

んでしょうか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 今年も来年も、また暑い夏が来るということは予想されており

ますので、それに使う光熱費につきましても増加は見込まれると思いますのでそ

れに対応できる予算で対応していきたいというふうに考えております。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     白川委員、いかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） 特にございません。 

 

○教育長（小林一己） ほかの委員さんはよろしいですか。御意見等がないようですので

以上で報告事項１を終わります。 

     続きまして、報告事項２「小・中学校体育館の空調機器設置事業計画について」

説明を求めます。 

 

○庶務課長（加藤保之） 報告事項２「小・中学校体育館の空調機器設置事業計画につい

て」御報告いたします。 

報告資料２を御覧ください。児童・生徒にとって安全安心な環境を確保すると

ともに、災害発生時に地域住民の避難所として機能を向上させるため市内の小・

中学校体育館に空調機器を設置してまいります。第１回市議会定例会において補
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正予算として提案を予定しており、平成 30年度から着手し、平成 31年度から平

成 33年度までの３年間ですべての小・中学校の体育館に空調機器の設置工事を完

了したいと考えております。 

財源については、防衛省、文部科学省、新たに創設された東京都の補助制度を

活用することで総工事費10億8,110万円に対して約６割の補助金を見込んでおり

ます。 

空調機器を設置する体育館の順番ですが、市内を東部・中部・西部の３ブロッ

クに分けまして、原則として古い年度の体育館、古い建設年度の体育館から実施

してまいりたいと考えております。これによりすべての体育館の設置が完了する

前に万が一災害が発生し避難所となった場合でも近くの避難所に空調が設置され

ている体育館がある状況がつくれるよう実施してまいります。 

講堂型体育館の拝島二小、昭和中、清泉中、拝島中の４校については防衛省の

補助金を財源として考えており、防衛省と工事の調整が必要なため、平成 33年度

の工事を予定しております。 

空調機器の設置方法につきましては、体育館の左右及び後方の壁面の壁より、

高さ約３メートルの位置にガスエネルギー方式の業務用エアコンを、体育館の面

積に応じて 20台程度設置いたします。 

工事期間としましては、10月から２月までの５カ月間を予定しております。ま

た、空調機器が設置完了するための間の応急的な対応として、すべての小・中学

校の体育館にスポットエアコン及び大型扇風機を配置してまいりたいと考えてお

ります。 

以上、報告でございます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項２の説明が終わりました。 

     本件に対する意見等をお願いします。 

 

○委員（紅林由紀子） このように体育館に空調が設置されるということは、子どもたち

の安全のために本当にありがたいことだなというふうに感じるわけで速やかにこ

ういうふうにしていただいて本当にありがとうございます。 

     お伺いしたいのは、この工事期間は大体、工事期間として体育館が使用できな

い期間というのがどのぐらいというふうに想定をされているのか、そして体育館

はいろいろな形で使っていると思うので、式典もそうですが、中学校だったら部

活とか、あと雨天時の体育とかなど、あと、放課後子ども教室とかでも体育館を

使用しているところもあると思うんですけれども、そういった使用できない期間

はそれはどういうふうに学校の中で対応していかれるのかというようなことを考

えていらっしゃるようでしたら教えていただきたいと思います。 

 

○庶務課長（加藤保之） 空調設置工事にかかる先ほど説明しました 10月から２月までと

いう５カ月間につきましては、この期間すべて工事としてということではなく、

それまでに機器の発注ですとか納品までの時間もありますので、すべて使えない

という状況ではございません。そちらにつきましては、使える期間を最大限に配

慮しまして、学校の活動に迷惑のかからないような形で設置工事のほうをしてま
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いりたいというふうには考えております。 

また、中学校の部活動ですとか、その他学校行事等ありますが、そちらにつき

ましても学校とよく調整をしまして、ほかの施設を使うですとか日程のほうの調

整をするとか、そういった形で学校のほうと密に調整させていただきながら学習

活動のほうに支障が最大限ないような形で工事のほうを進めていきたいというふ

うに考えております。 

 

○委員（石川隆俊） ちょっと、この体育館の本体のこととは離れますが、万が一災害が

あった場合なんか、当市のこういう設備が一時的な避難所になるようなこととい

うのは考えておられますか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 万が一、災害が発生した場合には、地域の避難所として全小・

中学校の体育館が避難所と指定されていますので避難所として使うことになりま

す。 

 

○委員（石川隆俊） こういうものがあれば、ケースによっては非常に役に立つというこ

とですか。 

 

○庶務課長（加藤保之） はい。 

 

○委員（石川隆俊） わかりました。 

 

○教育長（小林一己） ちょっと補足します。昭島市では地域防災計画を策定しておりま

して、その中で小・中学校の体育館を一時雛所とするということでありますので、

必ず体育館は避難所として使うということになります。 

 

○委員（紅林由紀子） 先ほどは御説明ありがとうございました。それはどうぞなるべく

支障のないようにうまく調整していただければと思います。 

     こういうふうに体育館で空調がつけられて快適に、危険のない形で活動できる

のは大変ありがたいことだと思うんですけれども、一方、先ほどの補正予算の歳

出のところで光熱費がやはり猛暑の関係で上がったということもあり、これで体

育館に空調がついたらさらに光熱費が上がるということが当然起きると思うんで

すけれども、本当に厳しい時代ではありながら、でもやっぱり安全を考えるとつ

けないわけには、省エネ、省エネとも言えない部分であると思うんですけれども、

その辺は何か、こううまい削減策というか、その辺は市全体でだかわからないん

ですけれども、市全体で何か検討なさっているんでしょうか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 空調機器の使用につきましては、光熱費等の関係もございます

が、使用につきましてはある程度のガイドラインのようなものを示す必要があろ

うかと考えておりまして、そちらにつきましては今後よく検討させていただいて

また示させていただければと思います。 
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○学校教育部長（高橋 功） 今、庶務課長がお答えさせていただいておるのに少し補足

をさせていただきますと、今回この体育館の空調機器設置については、こちらに

お示しさせていただいている 32年度、33年度については現在の見込額ですけれ

ども、10億 8,110円の経費がかかるというふうに見込んでおります。この空調機

器を設置して、設置の費用、それから今後のランニングコストも、どの熱源であ

るとどれぐらいかかるのか、またその設置するための回収費用がどれぐらいかか

るかということもいろいろ検討した中で、その熱源については、一番 15年間使う

ことを想定していますので、15年間使った場合の費用がこれぐらいかかるという

ことも試算をしながら検討させていただいています。そういう意味では光熱費の

費用が今後増えるということについても、財政当局もそこの部分も踏まえて今回

この計画を作成しておりますので、その光熱費について今後増えるということも

財政当局のほうも理解している、市役所全庁的に共通理解を持って進めていると。

使い方については、やはり安全である、それから費用の面については効果的にと

いう部分がありますので、どのような形で使っていくというものの基本的なガイ

ドラインについては今後検討して、それで一定の基本の使い方に基づいて各学校

が安全に効率的に使っていくというような運用をしていきたいというふうに考え

ています。 

 

○委員（紅林由紀子） ありがとうございます。ぜひ学校だけでなく、体育館は社会教育

施設としても使用され、外の団体の方もお使いになると思うので、本当に効果的

に安全に使えるように御検討いただきたいというふうにどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○教育長（小林一己） 氏井委員。 

 

○委員（氏井初枝） 初歩的なお尋ねになると思います。これは設置するための事業計画

ということで６割の補助金が出るということでしたけれども、今後維持管理をす

る光熱費のことに関しては、国とか都からの補助金というのが出るのかでないの

かその辺がどうなっているのかなと素人考えで思ったんですけど、教えてくださ

い。 

 

○庶務課長（加藤保之） 設置以降の光熱費等につきましては、補助金のほうは予定をし

ておりませんというか、現時点では光熱水費に対しての補助金の制度はございま

せん。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） 本当に１校につき 5,000万とか 6,000万とかかかるというようなこ

とでびっくりしておりましたけれども、できるという方向で進んでいるというこ

とで本当に喜ばしいことだと思います。 

体育館と言いましても、それぞれ学校によりまして、古かったり新しかったり、

それから効きがよかったりとか、これからのことかもしれませんけれども非常に
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アンバランスというか、その学校によっても違うんだと思うんです。ですから今

言ったような、いろいろこれから取り決めなんかもつくっていくんだろうと思う

んですけれども、先走ったことかもしれませんけれども、やっぱりその学校の実

情に応じた、例えば６月１日からじゃなきゃだめですとか、プールみたいに７月

１日、暑いんだけど使えないとか、そんなことにならないように学校の実情に応

じて、どこの学校も暑いところは暑いだろうと思いますけど、周りに木がいっぱ

い生えているところは少し涼しいかもしれないしと、みんな違うと思うんです。

ぜひその辺のところまでも含めた形で、そういう運用面を考える際には、ぜひ考

慮してやってほしいという要望だけを申し上げておこうと思います。 

 

○学校教育部長（高橋 功） 運用のガイドラインにつきましては、これから決めていく

わけですけれども、一つは熱中症対策、熱中症にならないことということも目的

の１つとなっております。その中で熱中症の予防に向けては、例えば WBGTがいく

つとかそういうことも示されておりますので、ガイドラインの中では期間という

よりはそういう熱中症対策として WBGTがいくつのときにはこうだとかそういう

形でガイドラインについては作成をしていきたいんだと現時点では考えておりま

すので、今いただいた意見なども踏まえてガイドラインのほうを作成していきた

いというふうに考えております。 

 

○教育長（小林一己） ガイドラインを作成するときには、学校とも十分協議をしてやる

んですよね。そういうことですよね。 

 

○学校教育部長（高橋 功） ガイドラインの作成につきましては学校のほうとも十分協

議をして実際に使っている学校、現場の声も聞きながら作成をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○委員（白川宗昭） ありがとうございました。ちょっと先走った意見立ったと思います

けど、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

     それからあと建設年度の古いところと新しいところがあると思いますけれども、

それによって少しコストが、これは大体同じような形になっていますけれども、

大分違ってきたりということもあるんじゃないんでしょうか。そこのところはど

うなんでしょうかね。このとおりうまくいくんでしょうか。いかがですか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 今回の予算、計画している予算につきましては、各学校の体育

館の面積に応じて単価を掛けてつくっている予算になっております。そういった

形で、年度が古い、新しいにより設備の工事について差が生じるという可能性も

あるかと思いますが、そちらにつきましては今後設計をしてみないとわからない

というところもありますので、そちらのほうをしながら十分空調がよく使えるよ

うな形で体育館のほうの空調設備が設置できるよう工事のほうを実施してまいり

たいというふうに考えます。 

 

○委員（白川宗昭） わかりました。言わんとすることがよくわかりました。ぜひ一つ、
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それも実情に合わせてよく効くようにというか、コストも安上がりにできますよ

うにとかそんなことも考えてぜひよろしくお願いしたいと思っております。 

 

 

○教育長（小林一己） 基本的に体育館の大規模改修は考えていません。壁掛け式ですの

で、単純につけるイメージですので、そんなに年度の古い新しいによって差は出

ないというふうに見込んでいます。 

 

○委員（白川宗昭） それによって感じましたのは、古い体育館はこの際新しくつくっち

ゃうとかそういうところまでいくのかなというふうなことがちらっと浮かんだも

のですから伺おうと思ったんです。 

 

○教育長（小林一己） 私どもも最初体育館の冷暖房化については、今、委員がおっしゃ

られるように改築というんでしょうか、新しくつくるという検討もいたしました。

ただ私どもの試算では、１つの体育館に１億 5,000万以上でしたっけ、それぐら

いの費用がかかってしまいますので、その辺から考えて今回のような対応の仕方

に達したというような状況があります。もちろん耐用年数それぞれ躯体がありま

すので、そのときは検討せざるを得ないとは思っておりますけど。 

 

○委員（紅林由紀子） こんなことを言わなくても、もう全然大丈夫だと思うんですけれ

ども、これがついたからといって猛暑の時の子どもたちが、自分たちで涼しく過

ごすための工夫みたいなそういうことを油断して、これがついているからもう大

丈夫だよなみたいな感じじゃなくて、やはりより涼しく過ごすために水のクール

マフラーみたいなものをしてみたりとか、そういった工夫はやはり続けていただ

きたいなというふうに思います。それをしないと、逆に大丈夫だからいって、今、

学校も家も多分エアコンとかついていると思うので、もちろん命の危険は避けた

いわけなんですけれども、やはりあまりにもそういうことから守りすぎるのもち

ょっと違うかなというふうに思いますので、そういった暑い日に涼しく過ごすた

めの工夫みたいなところは、やはり継続して行ってなるべく使い過ぎないような

というか、ガイドラインもつくっていただけるということですので、その辺大丈

夫だと思うんですけれども、子どもたち一人一人もそういった意識を持って学校

で過ごせるようなというふうには気をつけていただきたいなというふうに思いま

す。 

 

○学校教育部長（高橋 功） こういう体育館に空調機を設置したあとも、空調として WBGT

が下がるとかそういうことはありますが、下がったからといって夏の暑いときに

体育館以外の場所、また登下校とかいろいろさまざまな所、校外の学習活動もあ

りますので、そういうさまざまな場所で、猛暑の時にはやはり熱中症対策として

こまめな水分補給であったりとか、今おっしゃった首に涼しいものを巻くだとか、

これまでも対応していることについては継続してもちろん取組を進めていくとい

うふうに考えています。 
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○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     庶務課長、さっきの工事期間なんだけど 10月から２月という答弁をしているん

だけどこれは 31年度に限ってだよね。それをはっきりと言っておかないと。 

 

○庶務課長（加藤保之） 先ほど申し上げました 10月から２月の５カ月間という工事期間

でございますが、こちらは 31年度の工事期間でございますが、こちらは 31年度

の工事期間となっております。32年度、33年度の工事につきましては、今後スケ

ジュールのほうを学校のほうともよく調整をしながら、学習活動に支障のないと

ころ、また総合的な時期を勘案して工事のほうを実施してまいりたいというふう

に考えております。 

 

○教育長（小林一己） よろしいですか。 

     それでは、以上で報告事項２を終わります。続きまして、報告事項３「平成 31

年度教育施策推進の基本的考え方について」説明を求めます。 

 

○庶務課長（加藤保之） 報告事項３「平成 31年度教育施策推進の基本的考え方について」

御説明申し上げます。 

報告資料３を御覧ください。この平成 31年度教育施策推進の基本的考え方につ

きましては、平成 31年第１回昭島市議会定例会において、市長の施政方針演説の

あとに教育長が表明するものでございます。 

その内容についてですが、まず１ページでは、目まぐるしい社会経済環境の変

化により、学校教育や生涯学習に求められる意義や、果たすべき役割が変化する

中でも、「第２次昭島市教育振興基本計画」に基づき、具体的な教育施策を着実に

推進していくことを記載しております。 

２ページからの、「学校教育について」では、確かな学力の定着をより一層推し

進めるため、中学校１校において大学教授等の授業観察による教員の指導力向上

を目的とした「授業力向上アドバイザー事業」の取組。また、新学習指導要領へ

の対応として、本年度は、外国語教育の充実、ICT環境の整備や言語活動を基盤

とした「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善、中学校では、「特

別の教科道徳」の全面実施に向けて、全カで取り組んでいくこと。また、個に応

じた指導の充実を図るため、富士見丘小学校に自閉症・情緒障害固定学級を開設

することについて記載しました。 

教員の働き方改革につきましては、直接、児童生徒と向き合う全ての教員が全

力で教育にあたれるよう、スクール・サポート・スタッフや部活動指導員の配置

拡充など、引き続き学校との連携をしながら取り組んでいくことや、夏の猛暑へ

の対応については、児童生徒を熱中症から守るため、小・中学校体育館に空調機

器を速やかに設置していくこと。設置までの間についても、応急的な対応として

スポットエアコンや大型扇風機を活用することを記載しております。 

続きまして、４ページからの「生涯学習について」では、本年度、開館予定の

教育福祉総合センターの整備と、施設運営に向けての準備を着実に進めていくこ

とを基軸に据え、蔵書数 40万冊を備える図書館と ICTを活用した映像で本市の歴

史と文化を学べる郷土資料室を開設し、その運営にあたりましては、指定管理者
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制度を導入すること、これに先がけ、現図書館においても、本年４月から指定管

理者による運営を開始し、センター開館に向けて万全の準備を図ることを記載い

たしました。 

また、熱中症対策といたしまして、総合スポーツセンター、みほり体育館に冷

風機を速やかに設置することを記載しております。 

５ページでございます。結びとして、本年度で４年目を迎える「新たな教育委

員会制度」について、着実な運営を図りながら、総合教育会議での意見交換など

を通じて、市長部局との連携をこれまで以上に強くして、昭島市の教育を力強く

進めていくと締めくくりました。 

以上でございます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項３の説明が終わりました。 

本件に対する意見等をお願いいたします。 

 

○委員（氏井初枝） お尋ねです。２ページの授業力向上アドバイザー事業についてお尋

ねをいたします。平成 31年度のことについてはわかりましたけれども、１つの学

校の対象、その授業の対象として何年間継続していくのかとか、ほかの学校、31

年度以降のほかの学校、中学校とか小学校がどういうふうに何年間で全部やると

か、特定のところだけとか、そこら辺の計画がございましたら教えていただきた

いと思います。 

 

○指導課長（吉成嘉彦） ただいま御質問をいただきました授業力向上アドバイザーの今

後の展望についてですけれども、まず 31年度につきまして１校ということでモデ

ル事業になっております。モデル事業をやっていく中で、基本的には中学校全校

を見据えて考えているところでございますけれども、年度計画、内容等について

はこのモデル事業を実施しながら確かな評価をしていきながら今後また考えてい

きたいと思っているところでございます。 

     以上です。 

 

○教育長（小林一己） よろしいですか。 

 

○委員（氏井初枝） 先ほどの御説明でよくわかりました。中学校を対象になさってこの

事業が行われるということが理解できました。中学校に限ってというふうに決め

られたその決め手というか、小学校のことを受けて中学校につながっていきます

けれども、その中学校だけにということになさった根拠というか、そこも教えて

いただけますでしょうか。 

 

○指導課長（吉成嘉彦） これまでの国や都、市の学力調査の結果等のところで中学校に

なってから、かなり都や国との差が大きく広がっているところがあるということ

がまず一つでございます。それとやはり、小学校で子どもたちの学習意欲を高め

てきたところが中学校で一つ落ちるところもあるので、これは子どもたちにとい

うことよりもまず、教員自身がもっと魅力的な授業を展開させていくことが必要
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だろうと。そういうことでまず教員に対して何らか大学の教授等のアドバイスを

受けながら授業改善をしていき、授業が楽しいと教員自身が思い、それが生徒に

波及する、そういうことからまず中学校に着手しようというというふうに考えた

次第でございます。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（紅林由紀子） 質問ではございません、感想で、すごくコンパクトに、でも十分

様相がしっかり抑えられていて、大変結構なのではないかなというふうに思いま

した。 

ただ、ここではやることをきちっと抑えていただいているので、内容がくどく

どというふうに書かれているわけではないんですけれども、先日、昭和中の働き

方改革の報告会を聞かせていただきまして、ああいう形で学校の中で、やはり先

生方が自ら意識を持っていろいろ改善していくというその行為が、学校をよりコ

ミュニケーションが盛んなチーム学校としての生き生きとした場になっていくし、

先生が大変だからみたいな超過時間を減らすというようなふうにしか見ていなか

ったんですが、報告会を見てそれ以上のすごく意味のある改革なんだなというこ

とを痛感いたしました。すみません、感想です。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょう。 

 

○委員（白川宗昭） 私も感想でございますけれども、全体としてこういう基本的な考え

方ですから具体的なところまではあまり踏み込んでいないという感じもいたしま

すけれども、全体としてはいろんなものを取り込んでいるという意味においてよ

くできているんだと思います。ただ来年度この中で何を特に強調したいのかとい

うようなところがどうかなというふうに思うんですけれども、一番最後のところ

に、新たな教育委員会制度というようなことで定着が図られてきておりますとい

うことでいろいろと書いてありますけれども、やっぱり総合基本会議とかあの辺

のところをもっともっと充実をさせて、自然体として教育というものについて関

わっていくと、こういう大変な時代ですので関わっていってほしいと思うし、そ

ういうところももうちょっと形に表していけないだろうかということに期待をし

ているというところでございますので一つその辺についてよろしくお願いしたい

と思っております。 

 

○教育長（小林一己） 今、白川委員のほうからお話がありまして、総合教育会議という

ことで後ほど次回の予定等の話をさせていただきますけれども、また３月 20日に

つきましては総合教育会議を市長のほうで開催するという話を聞いておりますの

で、ぜひそのときに同じような御発言をしていただければいいのかなというふう

に思っております。 

また、先ほどの教育施策の基本的な考え方ということで１番の目標というか目

的は何かという御指摘がありましたけれども、私は冒頭に書いたつもりです。確

かな学力の定着、それが課題であるなというふうに考えておりますので、第１に
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持ってきております。 

     ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは報告事項３についてこれ

で終了をいたします。 

続きまして、報告事項４「公共施設における受動喫煙防止対策について」説明

を求めます。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） 報告事項４「公共施設における受動嘆煙方止対策について」、

御報告申し上げます。 

平成 30年７月４日に制定された「東京都受動喫疇坊止条例」及び７月 25日に

公布された「改正健康増進法」において、「望まない受動喫煙」を防止することを

目的に、行政機関の庁舎等は原則敷地内禁煙とすべきことが規定され、本年９月

までには一部施行されることから、本市の各公共施設においても対策を講じる必

要が生じました。 

市内公共施設における対策でございますが、現在、屋外で喫煙のできる市立会

館 11館、高齢者福祉センターなどを含む市内公共施設については、敷地内禁煙と

いたします。また、市民図書館につきましては、既に敷地内禁煙となっておりま

す。ただし(1)から(4)にございます施設につきましては、平成 31年度中に、法令

で定める基準に適合した来館者用の特定屋外喫煙場所を設置する予定で、場所及

び仕様等については、現在、施設を管理する担当課が検討をしているところでご

ざいます。 

実施時期でございますが、平成 31年４月１日、月曜日からとなります。また、

市民等利用者への周知は、広報あきしま３月１日号と市ホームページ及び施設の

掲示板等を利用して周知をしてまいります。 

最後に学校敷地外での対策でございます。小中学校においては、この法改正よ

り前に、既に敷地内全面禁煙を実施しておりますが、学校施設を利用し、イベン

トなどの事業を実施している地域支援団体等の一部が、学校敷地外の校門周辺で

喫煙している実態が見受けられ、その対応として、校長会や庁内関係部署と連携

を図り、これらの利用団体には、本主旨を理解していただいた上での施設利用に

ついて、丁寧に説明、周知し、望まない受動喫煙の防止に努めてまいります。 

以上、御報告させていただきます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項４の説明が終わりました。 

本件に対する意見等をお願いいたします。 

     いかがでしょうか。石川委員、いかがでしょうか。 

 

○委員（石川隆俊） たばこと健康についての議論はよく行われておりまして、私もちょ

っとたばこと健康についての研究、少し全国的な丁寧な研究をしているところに

ちょっと関係しておりますので多少コメントいたしますと、そもそもたばことい

うのは確かに自分の責任で吸う限り、これは自分の責任ですけれども、それにし

ましても多少の健康障害があります。特に一番問題なのは肺がん、これは肺がん

は大体、自ら吸う者は大体３倍ぐらい吸わない人よりも高い。ただ今回のやつは

受動喫煙と言いまして、要するに自分は責任はないんだけれども周りでたばこを
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吸っている影響を受けるという、家庭内もありますし特に配偶者中でも大きいで

すし、子どももありますし、そういう意味でそれはやっぱり望まない喫煙ですか

ら、これも随分研究されていまして、非常に難しいのは、受動喫煙というのは実

際になかなか健康障害はなかなかチェックするほど自ら吸う者に比べると健康障

害はそう大きくないんです。そういうところで研究がまた難しい面もあるんです

けれども随分丁寧に研究しまして、実際に細かい分析装置を本人に持たせてあち

こち移動してもらったりしながら本人や周辺への影響を調べるんですが、なにせ、

結構、空気中のたばこの濃度が低いものですから研究はそう簡単じゃないですね。

感想です。 

 

○教育長（小林一己） ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（紅林由紀子） 東京都の動物園も喫煙場所が廃止されてしまいまして、完全喫煙

防止になりましたので、これは今の世の中としてはしようがないというか吸わな

い人にとってはありがたいというような、そういうような動きだと思うんですけ

れども、中でもそういったこの２番に書いてあるような施設において屋外喫煙場

所が設置されるということはいいことなのかなというふうに感じます。 

     ３番の学校敷地外での地域支援団体の方々が校門付近で喫煙しているという状

況は、多分あることなんだと思うんですけれども、それよりも特にちょっと感じ

ますのは、やはり運動会などでの保護者の校門付近での喫煙、それがやはりかな

り、その日は年に１度とかになりますけれども、やはり多分、近隣の方からはク

レームが来ているんじゃないかなと思いますが、学校敷地内禁煙というふうにな

ると、そこで一応学校のほうからは吸わないようにしてくださいというふうにお

便りとかは出ているはずなんですけれども、どうしてもそういったことが起こっ

て、本当にそこはかなりの密度でというか濃度で、そういった状態に煙が立ちこ

めるような状況なってしまうのでそれは困ったなというふうに思っているんです

けれども、これはやはり条例ではないわけだから、やはり禁止するための罰則的

なものはないわけですよね。だからあくまでもその方々のモラルというかに頼る

しかないんだと思うんですけれども、ちょっとすみません、結論のない意見で申

しわけないんですけれども、何か効果的な防止策みたいなのがあったら何か学校

間で共有していただいて、そういった、やはり地域に愛される学校であってほし

いのでそういうことのないようにしていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 

○委員（石川隆俊） 確かに、たばこの、ある意味たばこが吸えるところが置いてありま

すけれども、これも確かにたばこが好きな人にとっては大変一つの、あってもい

いという気もしますけれども、実際たばこのことをちょっと御説明しますと、た

ばこというのは要するに葉っぱを固めたものですから、実はたばこには単なる葉

っぱ以外にニコチンがあるんです。ニコチンの成分があって、ニコチンは全部が

悪いわけではなくて、あれは実際ニコチンを吸うと、例えばいろんな計算が早く

なったり元気になったりする面もありまして、全部が害じゃないしいろんな老化

なんかを逆に抑える、そういうような面もあるんですけれども、ニコチンは発が
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ん性はあまりないんです。ですけれども煙の所に発がん性がありまして、だから

一番考えてみれば怖いのは野焼きですね、野でもって焼くのは、あれはたばこよ

りははるかに量も大いし、本当はものすごい害なんです。同じように中国なんか

の工場からの煙、あれはたばこどころじゃないすごい発がん物質を持っているん

です。最近では日本ではかなり規制が進んで、工場からの煙はあまり出ないよう

になりましたけれども、そういう意味では我々は喜んで食べているウナギとかあ

あいう焼き肉とか、ああいう所から出る煙も同じ意味なんです。物が燃えるわけ

ですから。物が燃えるところには、そういう多少なりとも発がん物質が出るんで

すが、たばこは人工的な物ですから特に皆、警戒しているわけですが。確かにさ

っきも言いましたように、たばこを吸う人は３倍ぐらい肺がんの発生が高いんで

す。でも他のがんについてはどうかというと、上がったというようなデータはあ

りますけれども肺がんほどじゃないんですね。だから明らかに一番たばこの害は

肺がんですね。 

 

○教育長（小林一己） 突然の御講演ありがとうございます。事務局のほうに確認したい

んですけれども、目的に書いてある都条例、そして健康増進法からみると、行政

機関の庁舎等は原則敷地内禁煙という理解ですよね。今回の５番に書いてある学

校敷地外での対策ということで路上ですよね。それについてはあくまでも協力依

頼要請という立場でしか取れないのかどうか、その辺のところを説明してくださ

い。 

 

○生涯学習部長（山口朝子） この喫煙場所につきましては、教育委員会だけではなく全

庁的にどうしていこうかという会議を数回持ちまして、国の法律の改正と都の条

例の制定に向けてこういう形で定めたものでございます。昭島市においては条例

等で路上喫煙を縛る条例はないものですから、根拠といたしましてはその国の法

律と都の条例という形になるかと思います。国の法律でも都の条例でも、たばこ

を吸う人の責務という形で受動喫煙をさせないようにという個人に対しての責務

は定めておりますが、先ほど話がありましたように、特に罰則等は定めていない

というふうに認識をしております。ですので、やはりそこのところは５のところ

でも定めましたが、ここでは社会教育団体と支援団体が使った場合の PRというか

こういう趣旨で校門付近では吸わないでくれということを校長会や関係部署に周

知をして徹底をしていくというお話を差し上げましたけれども、運動会につきま

しても、これまで以上にそのあたりは校長会等にもお話を差し上げて、御協力を

求めながら吸う方のモラルに訴えかけていくということになろうかと思います。 

 

○教育長（小林一己） じゃああくまでも喫煙者に対して要請だと言える。 

     わかりました。そういう趣旨からの５番の対応なんですけれども、学校に関係

することなので教育委員会としてもある程度一定の方向性というのは定めておい

たほうがいいのかなと思うんですが、どうでしょう、この資料にあるとおりの対

応という形で進めていくのか、あるいはもう少し違った方法で対応していくのか、

その辺のお話を聞きたいんですけれども。 
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○委員（石川隆俊） ちょっと伺っていいですか。これは私は随分寛大なほうだと思いま

すけれども、こういうものを置きますのはね。ただよく都内なんかに行きますと

喫煙室というか、ああいうがっちりとしたフィルターを持っているような喫煙室

がございますね。ああいうのじゃなくて、あるエリアをここで吸っていいという

そういうふうな程度ですね、そういう意味では寛大なほうだと思うんですけれど

も、そういう厳しい設備ではなくて、このエリアでは吸っていいとかそういう程

度ですか。 

 

○教育長（小林一己） 事務局のほうで特定屋外喫煙場所の説明をしてもらえますか。 

 

○スポーツ振興課長（橋本博司） ただいま御質問がありました特定屋外喫煙場所でござ

いますが、東京都のほうで指針というか、ある程度の高さ、パーテションで区切

って通路から出入口からできるだけ離すとかいろいろ条件があるんですけれども、

その中で必ずパーテションで区切り、下を開けて煙が上に行くように、また、入

口には吸った煙が横に流れないようにクランクの壁をつけるとかいろいろ条件が

ありまして、それに対応して設置していきたいと思っております。 

 

○委員（石川隆俊） じゃあ特別積極的にそれを排煙装置をつけて、そのフィルターみた

いなもので取るとか、そういう大がかりなものではないわけですね。 

 

○スポーツ振興課長（橋本博司） ただいまおっしゃいました換気扇とフィルター等をつ

けるにつきましては、屋根がある形になりますとそのようなものが必要になるん

ですけれども、屋根がないパーテションで区切る場合につきましては特にそのよ

うな決まりはございません。 

 

○委員（石川隆俊） そういうエリアを決めて、そこの中ではいいということですね。 

 

○スポーツ振興課長（橋本博司） さようでございます。 

 

○教育長（小林一己） ほかに。 

 

○委員（紅林由紀子） ちょっととんでもないことを言うかもしれないんですけれども、

先ほどの学校の運動会の件なんですが、基本的に学校敷地外での対策というのは、

私はこれで地域支援団体、学校を使用している方々についてはこれで養成してい

くということでいいと思うんですが、運動会は不特定多数というかたくさんの保

護者が一度に集まるという意味で、なかなか徹底しにくい部分もあるんじゃない

かなというふうに思うわけなんですが、基本的に学校は敷地内禁煙というふうに

なっておりますけれども、その日に限り、特定の、それこそパーテションでその

とき区切った敷地内で、ここで吸ってくださいみたいなふうにするということは

やはり絶対無理なわけですかね。というのは、やはりそれが外で道路に出ること

によって、道路も汚れるし、汚れる可能性が高いし、そして近隣の方々への迷惑

にもなるし、それだったらもうその日に限ってここでという所定の場所でという
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ふうに決めた方がよほど。それは子どもたちがいるところから一番遠い場所とい

う意味では、そういうほうがよほど被害がというか、影響が少ないのではないだ

ろうかと。本当は全面覆ってしまったようなシェルターみたいなところで吸って

もらうのが一番いいのかなというふうに思うわけなんですけれども、それはそう

いうようなことはやはりとんでもないことなんでしょうか。ちょっと非常識かも

しれないんですけれども。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） ただいまの御質問ですが、まず都の条例の中で、学校とい

うのは第一種施設ということが規定されていまして、この場合は施設の区画され

た規則で定める受動喫煙防止のための先ほどスポーツ振興課長が申し上げました

ような、きちんとしたものをつくるのであれば屋外の場合認められるということ

なんですが、その屋外施設も、条例の中では「敷地内の屋外に禁煙場所を設置す

ることは不可である」というふうに規定されております。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。 

 

○教育長（小林一己） 氏井委員。 

 

○委員（氏井初枝） 公共施設の中でこういうふうになったということを踏まえて、運動

会の時は極力吸わないようにお願いしますみたいな、やはりたばこをお吸いにな

る方のモラルに訴えるというか、そういうものしかちょっと無理じゃないかなと

いうことを感じます。ちょっと話が飛ぶんですけれども、かつて昭島の学校でも

運動会の時にお昼の時にお酒を飲まれる方なんかがいらしたことがあって、そう

いう御遠慮くださいという校内放送を流したことがあったんです、運動会当日に。

やはりそういうのは時代の流れとともに、世の中の動きとかいろいろな流れの中

で、今そういう学校はどこにもないと思うんですけれども、喫煙についても同じ

ように訴え続けていく、それからこういうような状況に今変わっているんですと

いうようなことをお話ししていくことしかないかなというふうに思います。それ

が一番無理なく、たばこをどうしても吸いたい方もいらっしゃるのかもしれない

し、せっかくの楽しい運動会の時にあまりきちんとやってしまうのはちょっとい

かがなものかなと。私もあまり好ましいとは思わないんですけれども、あまり縛

っていくというのはどうかなということを感じています。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） 私も今の先生の御意見は全くそのとおりだと思います。やっぱりモ

ラルに訴えるしかないと思いますし、実態として先生がおっしゃったように校門

のあたりに行きますともわっとしているのはよく見かけますし、吸い殻は落ちて

いますし、非常に雰囲気はよくないんじゃないかなと。やっぱり運動会だとか展

覧会とか、そういう場面の時は何かそういう挨拶の中で司会の方が言うのか校長

先生が言うのかわかりませんけど、やっぱりその辺の御理解を十分に皆さんがい

るところで周知徹底をさせていくと、御理解を求めていくということをしばらく
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続けていくのが私はいいんじゃないかなというふうに思いました。何も言わない

のはちょっとよくないんじゃないか。やはりきちっと言うべきことは言ったほう

が理解も求めやすいのではないかなというふうに思います。 

 

○教育長（小林一己） ほかによろしいですか。 

 

○委員（白川宗昭） だからこのままでいいということです。 

 

○教育長（小林一己） 今、委員さんの話を聞くと、資料４の５番の学校敷地外での対策

はあくまでも地域支援団体、「等」と言っていますけれども団体の方のことを言っ

ていると。今、委員さんでは学校の運動会などの行事に来校される方も含めた方

がいいですよというふうなお話ですよね。だから教育委員会としてはこの中身に、

学校の行事に来校される方も含めて協力をお願いするんだと、そういう考えでよ

ろしいですか。 

     ではそういう形で、事務局のほうはちょっと修正をしながら団体のみならず学

校へも周知徹底を図っていくという対応にしていきたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

     それでは報告事項４を終了いたします。 

続きまして、報告事項５「平成 31年度昭島市立学校教職員辞令伝達式の日程に

ついて」から報告事項 11「昭島市公民館主催事業について」は資料配付のみとさ

せていただきますが、意見等があればお願いいたします。 

     よろしいですか。ではその他といたしまして委員さんから何かあればお願いい

たします。 

     紅林委員。 

 

○委員（紅林由紀子） 一つお伺いしたいことがあるんですが、今回、千葉県の野田市の

虐待の事件があったわけなんですけれども、あれにおいて文科省のほうが長期欠

席の生徒児童については虐待の疑いがないかどうか、長期欠席の生徒児童に面会

して調べるようにというような通知を出したというニュースを見たんですけれど

も、そういったことに対して昭島市としてはどのように対応されていくのでしょ

うか。 

 

○指導課長（吉成嘉彦） 虐待のことを受けてというか、とにかく長期欠席の子どもたち

に関しましては、自殺等のこともいろいろありましたので、校長会では毎月のよ

うに長期欠席の子どもたちについては、必ず学校のほうからつながるようにとい

うことでこまめに連絡を取るようなこと、そして安否確認をするということをお

願いしているところです。ですので、面会というところについては今後、都のほ

うがどのように示すかということによって検討はしていきますけれども、長期欠

席の児童生徒に対しては万全な体制で対応はしていくことをお伝えしたいと思っ

ています。 

     以上です。 
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○委員(紅林由紀子)  ありがとうございました。私がちょっと懸念いたしましたのは、

必ず面会してというようなニュアンスがそのニュースでは読み取れましたので、

児童生徒によっては、お子さんによっては、例えば担任の先生に直接会うのが、

今精神的にそういう状態じゃないというお子さんもいらっしゃると思うので、そ

こがそういう通達が出たからといって無理やりその期間に会わなきゃいけないみ

たいな自体にならないように、違った方が会うなり、もちろんそういったように

安否確認をして定期的に状況を把握していただいているようでしたらそういった

ことはないと思いますが、そのお子さんお子さんに合った形で安否確認をしてい

ただきたいなと思った次第です。ありがとうございました。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     それでは私のほうから１点です。来月の教育委員会におきまして、平成 31年度

昭島市立学校校長・副校長等の配置についての報告を予定しております。この案

件は人事に関する報告となりますので、会議規則第２条、但書の規定によりまし

て公開しないこととさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

     よろしいですか。それでは御異議なしと判断いたしますので、この案件につき

ましては非公開とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

     次回の教育委員会等の日程について事務局より説明を願います。 

 

○庶務課長（加藤保之） 次回の平成 31年第３回教育委員会定例会は、平成 31年３月 20

日水曜日、午後３時から、市役所 301会議室において開催いたします。なお当日

は、午後１時より庁議室にて平成 30年度第２回教育総合会議を開催いたします。

よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（小林一己） 次回、３月 20日水曜日につきましては、午後１時より総合教育会

議を市役所庁議室において開催します。また続きまして、午後３時から教育委員

会定例会を市役所 301会議室において開催いたしますので対応方よろしくお願い

いたします。 

     それでは、以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしましたので、平成

31年昭島市教育委員会第２回定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

以上 
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